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１．はじめに 
 

出願人と第三者の双方にとって係属中の EP 特許出願の法的確実性を向上させるために、

PACEプログラムは、2016年 1月 1日に改訂されました。この改訂により、PACEプログラム

への参加請求は一回に制限され、これに伴って、先行技術調査手続と実体審査手続も、それぞれ

１回に制限されます。 

 

PACEプログラムへの参加請求は、EPOによる専用フォーム("EPO Form 1005")を用いての

み行われ、オンラインでのファイリングのみ受理されます。なお、PACEプログラムへの参加の

ためのオフィシャルフィーは設定されていませんし、請求理由の提出も不要です。 

 

 PACEプログラムにおいて、出願人は、先行技術調査促進手続と実体審査促進手続とを別々の

段階でそれぞれ請求することになります。つまり、先行技術調査手続中に PACE プログラムが

請求されても、実体審査手続の促進は行われません。当該出願書類が審査部へ移管され、審査部

が審査に責任を負う状態になって初めて、実体審査促進手続を請求することができます。換言す

れば、出願書類が審査部へ移管されたときに、実体審査促進手続の請求が有効となります。 

 

EPOは、(a) PACEプログラムが申請されたことを公開しないと共に、(b) 先行技術調査、及

び／又は、審査結果を公開しません。更に、これら(a)(b)については、包袋の閲覧可能事項から

除外されています。 

 

(1) PACEプログラムの請求が取り下げられた場合、(2) 出願人が応答期間の延長を請求した

場合、(3) 出願が拒絶された場合、(4) 出願が取り下げられた場合、又は、(5) 出願が取り下げ

られたとみなされた場合、EP出願は PACEプログラムの参加対象から外され、通常審査に戻さ

れます。なお、上記(1)～(4)の場合、EPCに規定の法的な救済を受けることはできません。 
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